
今回は、小金井にある北台
き た だ い

遺跡を探訪します。
北台遺跡は、栃木県の一番南側で確認されている推定東山道

と う さ ん ど う

跡です。
東山道とは奈良・平安時代の幹線道路

か ん せ ん ど う ろ

でした。当時は日本国中が五
ご

畿
き

七道
し ち ど う

に分かれていました。五畿とは、山城
や ま し ろ

・大和
や ま と

・河内
か わ ち

・和泉
い ず み

・摂
せ っ

津
つ

の都を中心とした近畿地方の中央部です。七道とは、都から全国の
国府を結ぶ幹線道路でした。九州から西海道

さ い か い ど う

・山陰道
さ ん い ん ど う

・山陽道
さ ん よ う ど う

・南
な ん

海道
か い ど う

・北陸道
ほ く り く ど う

・東山道
と う さ ん ど う

・東海道
と う か い ど う

の7つの道がありました。各国はこの街
道を中心に、行政区分がされていました。古代下野国

しもつけのくに

（栃木県）は東山道に属していました。古代の官道
か ん ど う

は
駅路
え き ろ

とよばれ、当時の決まりによると駅馬
え き ば

の利用をされた役人や公用で旅をする人たちの往来の重要度、頻度
などによって、大路

た い ろ

・中路
ち ゅ う ろ

・小路
し ょ う ろ

にわけられていました。
大路は、外交・対外関係・国防等に重要な山陽道とそれに続く大宰

だ ざ い

府
ふ

（福岡県太宰府市）まででした。山陽
道についで重要な駅路は東海道と東山道でした。この二つの道は蝦夷

え み し

の征討
せ い と う

と東北地方の開拓が中央政府の最
大の関心事であったので中路とし、他の駅路は内政上のことで問題はなかったので小路でした。これら七道に
は原則として30里（約16km※中国における単位（1里≒500m））ごとに駅家

う ま や

（駅）が設けられ、それぞれの駅家
には駅馬

え き ば

がおかれました。駅馬は大路の山陽道には20匹、中路には10匹、小路には5匹と決められていました。
駅家とは、公用で往来する役人たちが利用する施設で宿泊・給食の施設や馬小屋（厩舎）などがありました。
下野国内を通っていた東山道について『延喜式

え ん ぎ し き

』（927年完成）は、駅家として足利
あ し か が

・三鴨
み か も

・田部
た べ

・衣川
き ぬ か わ

・
新田
に い た

・磐上
い わ か み

・黒川
く ろ か わ

の7駅に馬10匹と安
あ

蘇
そ

・都賀
つ が

・芳賀
は が

・塩屋
し お の や

（塩谷）・那須
な す

の5郡に伝馬5匹を配したことを記していますが、道はどこを通っていたのか
は記していません。
現在、県内で推定東山道と考えられる道路の跡が18箇所確認されています。
北台遺跡は、平成6年度の区画整理事業に伴う発掘調査で発見されました。
平成13年度には東山道跡を復元した久保

く ぼ

公園として整備がなされ憩いの場
になっています。
※東山道は東山道諸国（近江

お う み

国・美濃
み の

国・飛騨
ひ だ

国・信濃
し な の

国・上野
こ う づ け

国・武蔵
む さ し

国
（771年に東海道に編入）・下野

し も つ け

国・陸奥
む つ

国・出羽
で わ

国）の国府
こ く ふ

を結んだ幹線
道路（駅路）である。
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次回は「下石橋愛宕塚古墳」を
探訪します。

栃
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す

栃
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す

「
確
定
申
告
会
場
は
、
栃
木
商
工
会
議
所
大
ホ
ー
ル
で
す
」

開
設
期
間

2
月
5
日
（
月
）
〜
4
月
2
日
（
月
）

※
　
土
・
日
曜
日
・
祝
日
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
。

「
消
費
税
・
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の

確
定
申
告
と
納
税
は
正
し
く
お
早
め
に
！
」

平
成
18
年
分
の
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

は
、
平
成
19
年
4
月
2
日
（
月
）
が
申
告
・
納
付
の
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

申
告
書
は
ご
自
分
で
書
い
て
で
き
る
だ
け
お
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
は
郵
便
や
信
書
便
に
よ
る
送
付
で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
告
や
納
税
が
で

き
る
「
ｅ
‐
Tax
（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）」
も
是
非
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
個
人
の
方
の
確
定
申
告
書
等
の
作
成
が
で

き
る
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
、
直
接
ｅ
‐
Tax
に
送
信
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
（
事
前
手
続
が
必
要
で
す
）。
申
告
書
の
作
成
に
は
是

非
こ
ち
ら
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
ｅ
‐
Tax
（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）」
の
詳
細
に
つ
き
ま
し

て
は
、
ｅ
‐
Tax
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【http://www.e-tax.nta.go.jp

】
ま
た
は

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
（
1
0
5
7
0
‐
0
1
5
9
0
1
）
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

平
成
18
年
分
に
お
い
て
「
課
税
事
業
者
」
と
な
る
の
は
、
次
の
方
々
で
す
。

○
平
成
16
年
分
の
課
税
売
上
高
が
1
千
万
円
を
超
え
る
事
業
者

○
平
成
16
年
分
の
課
税
売
上
高
が
1
千
万
円
以
下
の
事
業
者
で
、
平
成
17

年
12
月
末
ま
で
に
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
」
を
提
出
し
て

い
る
事
業
者

「
振
替
納
税
を
ご
利
用
の
皆
様
へ
」

振
替
納
付
日
に
つ
い
て

申
告
所
得
税
は
、
4
月
20
日
（
金
）
で
す
。

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
、
4
月
26
日
（
木
）
で
す
。

※
　
2
〜
3
日
前
に
は
、
預
貯
金
残
高
を
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
栃
木
税
務
署
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